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配偶者からの暴力（DV）とは？
　DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者や交際相手など身近な関係にある人から
の暴力で、殴る蹴るといった身体的暴力だけでなく、精神的・性的暴力なども含まれます。
　DVは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。どのような理由があろうとも、決し
て許されるものではありません。

（しごとづくり推進室　☎096-328-2377）

無 料

　1年に1度の大チャンス！地元企業を中心に120社が参加！熊本最大級の合同
面談会です。

日　　時　11月3日（祝）
　　　　　午後2時～5時（受付：午後1時半～）
場　　所　市総合体育館大体育室
対　　象　一般の求職者・転職希望者、2020年新卒予定の方など、どなたでもOK！
　　　　　※就職活動が始まる前の学生も見学参加OK！服装自由、履歴書不要
参加企業　熊本市および関係連携中枢都市圏内に勤務事業所がある企業
　　　　　※詳しくは、市ホームページへ
費　　用　入場無料
申　　込　当日直接会場へ（入退場自由）
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　児童虐待は社会全体で解決していかなくてはならない重要な課題です。
　子どもたちの大切な「こころ」や「いのち」、子育てを行う人を守るため、わたしたちにできることを考えてみませんか。

STEP 1　正しく知る
　児童虐待とは、親または親に代わる養育者が、18歳未満の子
どもに対して心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為
のことです。たとえ、親の愛情による「しつけ」としての行為で
あっても、それが子どもにとって害となる行為であれば、虐待です。
※詳しくは、市ホームページ「児童虐待防止」で検索

STEP 2　見守る
～「子ども」も「おとな」も、気にかけてくれる存在が必要です～

（男女共同参画課　☎096-328-2262）

（子ども政策課　☎096-328-2156）

女性に対する暴力をなくす運動
パープルリボンプロジェクト

　詳しくは、国際ソロプチミスト熊本すみれ（☎096-387-0165）へ。

パープルライトアップ
女性や子どもに対する暴力がなくなるように願いをこめ
てツリーをパープル（紫）にライトアップします。
期　間　11月12日（火）～25日（月）
場　所　くまもと森都心プラザ　1階アトリウム広場
点灯式　11月12日（火）　午後5時～

　　　こんな経験ありませんか？
□ 殴られる　蹴られる
□ 子どもへの暴力をほのめかす
□ 「出て行け」「口答えするな」など怒鳴られる□ 付き合いや外出を制限される
□ 生活費をもらえない
□ 説教する・侮辱する
□ 別れると殺す・死ぬなどと脅す□ 携帯や行動をチェックされる
□ 性行為の強要　
□ 避妊に協力してもらえない

令和元年度「児童虐待防止推進月間」標語

日　時　11月16日（土）　午後6時半～8時
場　所　くまもと森都心プラザ6階AB会議室
内　容　児童虐待の現状や地域での子どもへのかかわり方など

講　師　重永 侑紀さん（にじいろグループ代表）
申　込　当日直接会場へ　※子ども同伴可

【連絡（通告）相談窓口】平日：午前8時半～午後5時15分
　中央区保健子ども課　☎096-328-2421
　東　区保健子ども課　☎096-367-9130
　西　区保健子ども課　☎096-329-6838
　南　区保健子ども課　☎096-357-4135
　北　区保健子ども課　☎096-272-1104
　市児童相談所　☎096-366-8181
【夜間・休日の通告電話窓口】
　市児童相談所　☎096-366-8181
【子ども・若者に関する相談】24時間・年中無休
　子ども・若者総合相談センター　☎096-361-2525
【予期せぬ妊娠・出産に関する悩み相談専用電話】24時間・年中無休
　産前・産後母子支援事業　熊本乳児院内
　☎080-9068-7528

【DV相談窓口】平日：午前8時半～午後5時15分
　DV相談専用電話　☎096-328-3322
　中央区福祉課　☎096-328-2301
　東　区福祉課　☎096-367-9127
　西　区福祉課　☎096-329-5403
　南　区福祉課　☎096-357-4129
　北　区福祉課　☎096-272-1118
【ストーカー相談】24時間
　熊本県警本部警察安全相談室　☎096-383-9110
　　　　　　　　　　　　　　（＃9110）プッシュ回線
【セクハラ相談】
　熊本労働局雇用環境・均等室　☎096-352-3865
【性暴力被害者専用相談】
　24時間ホットライン・12月28日～1月4日は除く
　熊本県性暴力被害者のためのサポートセンター
　ゆあさいどくまもと　☎096-386-5555
　　　　　　　　　　 メール：support@yourside-kumamoto.jp

STEP 3　相談する ～通告は『支援』の始まりです～

今日も一人で遅くまで遊んでいるあの子…
　　「元気がないみたい」と声をかけてみる

「おとな」もSOSを出そう
　　子育てがつらい
　　　　ただただ話を聞いてみる
　　町内の行事に誘ってみる

児童虐待防止推進講演会　～私たちにできること～

月間中は、市役所１階ロビーや区役所で、
児童虐待防止についてのパネル展示も開催。
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オレンジリボンには
子ども虐待を防止するという
メッセージが込められています。
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